
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

○ 

中
央
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
十
月
中
央
区
条
例
第
三
十
七
号
） 

  

新 

旧 

（
定
義
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

個
人
番
号 

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。 

一 

個
人
番
号 

法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。 

二 

特
定
個
人
情
報 

法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を

い
う
。 

二 

特
定
個
人
情
報 

法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を

い
う
。 

三 

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者 

法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
を
い
う
。 

三 

個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者 

法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
を
い
う
。 

四 

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム 

法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定

す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

四 

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム 

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定

す
る
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

五 

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務 

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定

個
人
番
号
利
用
事
務
を
い
う
。 

五 

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務 

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定

個
人
番
号
利
用
事
務
を
い
う
。 

六 

利
用
特
定
個
人
情
報 

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定

個
人
情
報
を
い
う
。 

六 

利
用
特
定
個
人
情
報 

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定

個
人
情
報
を
い
う
。 

 
 
 

附 

則 
 
 

 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

企 画 総 務 委 員 会 

令和 7 年 3 月 4 日 資料 １ 


